
令和２年度 第１３回 直江津区地域協議会 

次 第 

 

日時：令和３年２月２日（火）18:00 – 19:30 

会場：レインボーセンター 多目的ホール 

 

 

１ 開  会                          18:00 – 18:02 

 

２ 会長あいさつ                        18:02 – 18:05 

 

３ 議 題                           18:05 – 19:25 

 

  【報告事項】 

   ・サウンディング型市場調査の結果について 

 

  【諮問事項】 

   ・なおえつ保育園の廃止について 

        

  【協議事項】 

   ・令和 3年度地域活動支援事業について 

  

 

４ その他                           19:25 – 19:30 

 

 

５ 閉  会 
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上越市が所有する施設の有効活用に係る 

サウンディング型市場調査の結果について 

 

上越市では「公共施設の適正管理の推進」として、施設の維持管理コストの削減の

ほか、機能が重複する施設の適正配置や民間譲渡を行うことで、施設総量の抑制と維

持すべき施設の長寿命化に取り組んでいます。また、施設の老朽化や利用者数の減少

などの課題を抱える施設について、対応策や有効活用策を検討し、効果的・効率的な

維持管理にも取り組んでいます。 

今回対象とする施設について、民間事業者等の皆さんの経験やノウハウを活用し、

様々な提案や意見をお聴きすることで、更なる施設の有効活用を図ることを目的とし

て、「サウンディング型市場調査」を実施しました。 

頂いた提案の主な内容について、次のとおり公表します。 

 

1 調査の対象施設 

№ 施設名 主な機能 

1 上越観光物産センター 貸館 

2 直江津屋台会館 貸館 

3 三の輪台いこいの広場 多目的広場 

4 道の駅よしかわ杜氏の郷 道の駅 

 

２ 調査スケジュール 

 項目 実施日 

1 実施要領の公表 8月 3日（月） 

2 事前説明会 8月 26日（水） 

3 現地見学会 8月 26日（水） 

4 市場調査（対話） 9月 15日（火）～25日（金） 

 

３ サウンディング型市場調査の結果 

⑴ 参加事業者数 

項目 事業者数 

事前説明会（個別説明） 12 

現地見学会（個別見学） 12 

市場調査（対話） 5 
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 ⑵ 提案の主な内容 

① 上越観光物産センター  ‥ 提案無し 

 

② 直江津屋台会館     ‥ 提案有り（3件） 

提案区分 提案概要 

施設の利活用等 ・ 常設の物販所を設置 

・ 祝祭日にイベントの実施 

・ 直江津の商店街の商品の物販や飲食店の出店 

・ 管理人を常駐し、貸館がない時はフリースペースとし

て、うみがたり来館者の昼食場所や屋台見学を実施 

・ 事務所スペースを福祉事業所として活用し、広場等で

販売イベント、フリーマーケット、マルシェ等の開催 

 

③ 三の輪台いこいの広場  ‥ 提案有り（1件） 

提案区分 提案概要 

施設の利活用等 ・ グランピング、手ぶらでバーベキュー、イベントがで

きる広場としての活用 

 

④ 道の駅よしかわ杜氏の郷 ‥ 提案有り（1件） 

提案区分 提案概要 

施設の利活用等 ・ 日帰り温浴施設や農産物販売所を含めた道の駅全体

の一体管理、指定管理者制度の導入 

 

４ 今後の対応 

  今後は、頂いた提案や意見を参考に、施設毎に今後の方向性を検討していきます。 





別紙 

諮 問 内 容 

現況 諮問内容 

 

１ 保育所の名称及び位置等 

名称 位置 定員 

なおえつ保育園 上越市西本町四丁目 17番 6号 200 
 

 

１ 廃止する保育所等 

名称 廃止予定日 

なおえつ保育園 令和 4年 4月 1日 

 

 

 

 



なおえつ保育園の民間移管後の保育園運営について 

 

 

１ 移管先法人 

⑴ 法 人 名  株式会社 リボーン 

⑵ 代表者名  代表取締役社長 飛田 泰二 

⑶ 所 在 地  上越市大字大日 34番地 5 

 

 

２ 移管の時期 

令和 4年 4月 1日 

 

 

３ 運営内容 
 

項 目 現  状 民間移管後 

園  名 なおえつ保育園 変更なし 

定  員 200人 変更なし 

開園時間 
平 日：午前 7時 30分から午後 7時 

土曜日：午前 7時 30分から午後 5時 
移管先法人と協議中 

休 園 日 
日曜日、祝日 

12月 29日から翌年 1月 3日 
移管先法人と協議中 

特別保育 
延長保育、一時預かり保育、障害児保

育、地域活動事業 
変更なし 

受入年齢 おおむね生後 3か月から 変更なし 

給  食 自園調理方式 変更なし 
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なおえつ保育園位置図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

施設写真 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

なおえつ保育園 
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【 令和３年度地域活動支援事業 直江津区の採択方針等について（案） 】 
資料№３ 

◆基本審査・共通審査基準（全区共通）※令和 2年度と変更なし 

審査項目 審査の視点 

① 公 益 性 

・提案事業の成果が広く地域に還元されるものか。 

・補助金を充てて購入した物品や修繕した施設等が、長く地域で活用される見

込みがあるか。 

・全市的な方向性と合致しているか。 

・提案者以外の市民や団体等に不利益を与えるものではないか。 

② 必 要 性 

・地域の課題解決や活力向上に効果が見込まれる取組であるか。 

・地域の実情や住民要望に対応したものか。 

・緊急性の高い提案事業であるか。 

・ほかの方法で代替できないものであるか。 

・補助金を充てる経費が提案事業を実施する上で不可欠なものであり、その規

模も必要な限度となっているか。 

③ 実 現 性 

・目標（達成すべきこと）や事業内容が明確なものか。 

・関係者との合意形成や組織内部での実施態勢が整っているか。 

・資金調達の規模や時期に無理はないか。 

③ 参 加 性 
・提案事業の実施に当たり、提案者に限らず多くの住民等の参加が期待できる

ものか。 

⑤ 発 展 性 

・新しい発想が感じられる取組や、先進的な取組であるか。 

・事業の終了後における自立性や発展性は期待できるか。 

・提案団体に、信頼性や将来性はあるか。 
 

項 目 令和２年度  令和３年度 

採択方針 右欄上段のとおり  

募集期間 ・4/1（水）から 4/28（火）まで 
（事務局案） 

・4/1（木）から 4/28（水）まで 

周知方法 

■全市的な取り組み 

・4/1広報上越、市 HPへの掲載 

・報道機関への情報提供 など 

■全市的な取り組み 

・令和２年度と同様 

 

■直江津区での取り組み 

・3/1たよりを全戸配布（事前相談受付） 

・2/22（土）説明会（レインボーセンター） 

・4/1募集要項を全戸配布 

■直江津区での取り組み 

・2/25たよりを全戸配布（事前相談受付） 

・3/13（土）説明会（レインボーセンター） 

・3/25募集要項を全戸配布 

補助率等 

・事業費の上限・下限：なし 

・補助率：10/10以内 

・採択額が配分額を超えた場合は、配分額

内になるよう一律に圧縮 

 

審査方法 

・全体協議(1回目)を実施 

・提案内容に疑義のある部分は、質問票に

て提案者に回答を求め、疑義の回答及び

採択方針・審査基準に基づき、既定の採

点票にて個別採点を実施し全体協議（2

回目）で決定 

※新型コロナ感染防止のため全体協議を 1

回減 

（事務局案） 

・全体協議(1回目)を実施 

・提案内容に疑義のある部分は、質問票

にて提案者に回答を求め、その回答を

受けて、全体協議(2回目)を実施 

・疑義の回答及び採択方針・審査基準

に基づき、既定の採点票にて個別採点

を実施し全体協議（3回目）で決定 

傾斜配点 

・重要項目について傾斜配点を実施 

５０点満点（基準点 5点） 

 (×３）公益性１５点、 

 (×２）必要性１０点、実現性１０点、 

参加性１０点 

 (×１）発展性５点 

 

採   択 

・個別採点の採択基準は 30点以上とし、会

長も含め委員の過半数が 30点以上とした

ものを採択とする。 

・なお、同数となった場合は全体協議にて

採択を決定 

 

そ の 他 ・提案団体の役員等は審査に参加しない。  

直江津区 地域活動支援事業 採択方針 

直江津区住民の生活環境の向上に資する事業のほか、交通の要衝、結節点である直江津区

の活性化につながる事業、歴史と文化あふれる直江津区の観光資源を活かす事業とし、事業

実施による効果が期待できる事業でソフト事業を優先的に採択する。 

 

優先的に採択する事業の分野 

○地域振興に資する事業 

（例）まちの活性化、各種団体との連携、文化・歴史・観光資源の活用、港や海を活かした事業等 

○生活環境の向上に資する事業 

（例）不法投棄対策、美化活動、循環バスの運行等 

○人にやさしいまちづくりに資する事業 

（例）歩いて暮らせるまち、住民交流の場の充実、健康増進、介護、認知症予防等 

○住民の生涯学習に関する事業 

（例）講演会、講習会、各種講座等 

○安全安心なまちづくりに資する事業 

（例）防災・防犯対策、住民の見守り、通学路の安全確保等 

○教育文化に資する事業 

（例）教育環境の充実、子育て支援等 

○その他 

上記に属さないが、直江津区の住みよさにつながる事業で、地域活動支援事業の目的に沿った事業 



   

令和３年度上越市地域活動支援事業 

直江津区の補助対象事業について 
 

■対象事業（全区共通） 

 

 

 

◎ただし、次のものは対象外とする。 

 （下線部分については、直江津区において追加する事項） 

 

・物品の購入や施設等の整備・修繕のみを目的とした、活動を伴わない事業 

・政治活動・宗教活動を目的とする事業 

・公序良俗に反する事業 

・国・県・市の他の補助制度と重複して助成を受けようとする事業 

・市に大規模な施設の設置や開発を求めるために行う事業 

・行政サービスの提供や公共施設の整備等を市に求める事業 

・事業主体の構成員に補助事業の成果が限られる事業 

・地域の課題解消や活力向上に向けて、自らの活動によらずに貢献を図ろうとする

事業 
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身近な地域における課題の解決を図り、それぞれの地域の活力を向上するため、

市民の皆さんが自発的・主体的に行う地域活動 




